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 １．商品名  ・しんきんきゃっする９００ 

 ２．ご利用いただけ 

   る方 

 

 

・年令が満２０才以上６５才以下の方で信金ギャランティ（株）の保証が受

けられる方 

・継続安定収入のある方（パート・アルバイトの方も可） 

・専業主婦の場合は配偶者に安定した収入のある方 

・当金庫の営業地区内に居住またはご勤務されている方 

 ・ご利用限度額により多少条件が異なりますので詳しくは窓口か渉外担当者 

  へご相談下さい 

 

 ３．ご利用方法 

 

 ・ローンカードで当金庫のキャッシュコーナーのほか全国の信用金庫または 

  都市銀行、地方銀行でもご利用いただけます 

 ４．お使いみち  ・自由にご利用いただけます（ただし、事業性資金は除きます） 

 ５．ご契約極度額 

 

 

 ・極度額５０万円以上９００万円以内（１０万円単位）の８６種類のコース

から選べます（専業主婦の方は上限５０万円） 

  ただし、コースによって多少条件が異なりますので窓口か渉外担当者へご 

  相談下さい 

６．ご利用限度額 

 

 

・１０万円～９００万円（１０万円単位）（専業主婦の方は上限５０万円） 

・極度額の範囲内でご利用限度額を増減させていただく場合があります 

（０円になる場合もあります） 

 ７．ご利用期間 
 ・３年で期間満了後は簡単な審査で自動更新となります 

   （ただし満66歳に達した時点より新規貸越を停止し返済のみとなります） 

 ８．ご融資利率  ・当金庫所定の利率を適用させていただきます 

 ９．お利息の計算 

   方法 

 

 ・毎日の最終残高について付利単位を１円とした１年３６５日とする日割計 

  算 

 10．ご返済方法 ・定例返済 

借入残高に応じて毎月の返済額が変わります 

毎月１０日（休日の場合は翌営業日）の約定日に、当該約定返済日の前日

の貸越元金残高に応じ、次に定める金額を指定預金口座から返済します 

 

約定日前日残高 返済金額 

５０万円以下 １０，０００円 

５０万円超７０万円以下 １５，０００円 

７０万円超１００万円以下 ２０，０００円 

１００万円超２００万円以下 ３０，０００円 

２００万円超５００万円以下 ５０，０００円 

５００万円超７００万円以下 ６０，０００円 

７００万円超９００万円以下 ７０，０００円 
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 ・随時返済 

ＡＴＭでの返済は貸越残高を限度とし、１，０００円以上１，０００円単

位で任意の金額を任意の日に返済できます 

（随時返済があった月でも定例返済が行われます） 

 

 11．担保・保証人  ・不要です 信金ギャランティ（株）が保証いたします 

 12．手数料・保証料 
 

 

 ・ご契約時に収入印紙代２００円が必要となります 

・ローンカードの再発行には、1,100円（消費税込）の手数料をいただきます 

 ・保証料は融資利率に含まれています 

  

 13．ご用意いただく 

   もの 

 

 ・預金お届出印鑑と通帳、運転免許証（運転免許証を取得していない場合は

  健康保険証等（注）） 

（注）健康保険証の場合は住民票抄本や公共料金の領収書等の提示が必要と

なります 

 ・申込極度額が500万円を超える場合は、所得証明書が必要となります。 

14.苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相

談室（9時～17時、電話：0120－3581－0031）にお申し出くだ

さい。 

紛争解決措置 東京弁護士会（電話：03－3581－0031）、第一東京弁護士会

（電話：03－3595－8588）、第二東京弁護士会（電話：03－

3581－2249）、新潟県弁護士会（電話：025－222－5533）の

仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利

用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相

談室、全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03－3517－

5825）若しくは関東地区しんきん相談所（9時～17時、電話：

03－5524－5671）にお申し出ください。また、お客様から、

上記東京の弁護士会（東京三弁護士会）に直接お申出いただ

くことも可能です。 

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にも

ご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便

利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議

システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調

停）、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法

（移管調停）―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当

金庫お客様相談室もしくは全国しんきん相談所にお問合わせ

ください。 

 

 15．その他 

 

 

 

・「しんきんきゃっする９００」は当金庫の本支店および他の信用金庫、銀

行、信用組合等提携金融機関のＡＴＭ（現金自動預入支払機）でご利用で

きます 

・現在のご融資利率やご返済額の試算につきましては当金庫本支店までお問 

  い合わせ下さい 
 

                 


